
 

鳥 取 港 
（平成２０年６月） 



 
 
 

年　号 記　　　　　　事
承応2年
(1653)
明治23年 西防波堤築造
明治25年

明治33年 東防波堤築造
昭和28年 地方港湾鳥取港に指定
昭和44年 千代川河口処理・鳥取港整備促進期成同盟会発足
昭和49年 鳥取県地方港湾審議会設置
昭和50年 重要港湾鳥取港に指定
昭和51年 鳥取港港湾計画策定
昭和52年 運輸省直轄事業により第１防波堤着工
昭和53年

昭和54年 鳥取港港湾区域の変更
昭和55年 千代地区公有水面埋立（第１期計画）免許取得
昭和58年 建設省直轄事業により千代川河口を付替
昭和61年 千代地区公有水面埋立（第２期計画）免許取得

千代地区公有水面埋立（第１期計画）完成
千代地区公共ふ頭一部供用開始
鳥取港港湾計画改訂

昭和63年 千代地区公有水面埋立（第２期計画）部分完成
鳥取港港湾計画軽易な変更

平成2年 千代地区公有水面埋立（第２期計画）完成
千代地区公共ふ頭供用開始

平成4年 西浜地区公有水面埋立免許取得
平成5年 鳥取港港湾計画軽易な変更
平成7年 ２５ｔ吊水平引込式ジブクレーン設置
平成9年 西浜地区公有水面埋立完成

鳥取港港湾計画改定
平成11年 千代地区ボートパーク供用開始（現賀露地区ボートパーク）

西浜地区漁港区供用開始
平成14年 鳥取港臨港地区の変更（漁港区の追加指定）
平成15年 鳥取港港湾計画軽易な変更
平成16年 鳥取・賀露みなとオアシス登録

千代地区新ボートパーク供用開始（現千代ボートパーク）
平成19年 鳥取港港湾計画軽易な変更（防波堤第８の追加指定）

耐震強化岸壁（３号岸壁）完成

鳥取県と建設省との間で千代川河口付替事業の施工
に関する基本協定締結

初代鳥取藩主池田光仲が賀露港（現鳥取港）に川口番
所（御船手番所）を設置

賀露港と境港間及び賀露港と但馬津居山港（兵庫県豊
岡市）間に定期航路開設。同年小樽航路開設

 

１．沿  革 
 鳥取港は鳥取県東部にある鳥取市街地の北西６ｋｍ、一級河川千代川の河口に位置し、かつ

ては賀露港として知られ、古くから朝鮮半島、出雲、隠岐、但馬方面などの交通の要衝として

発展してきました。 
 近世に入って、鳥取藩池田家３２万石の城下町として繁栄すると共に、賀露港も商船や漁船

の２００～３００石程度の中型船が入港していました。 
 明治、大正には賀露港の主だった修築はなされず、在来港湾の機能を維持する程度にとどま

っていました。 
 昭和に入って、千代川の改修工事が本格的に進展し、河口処理問題が検討される中、昭和２

８年に地方港湾鳥取港として指定され、漁船を対象に防波堤や物揚場等の港湾施設の整備が始

まりました。 
 昭和５０年に重要港湾の指定を受け、昭和５１年に港湾計画を策定し、平成２年には、１０，

０００ｔ岸壁１バース、５，０００ｔ岸壁３バース、危険物取扱施設用地等を有する千代地区

が完成し、物流の拠点として機能の充実が図られました。また、漁業関連施設の充実を図るた

めに整備を進めてきた西浜地区は、平成１１年度に漁港区として供用を開始しています。 
 港湾計画は、環日本海交流の一翼を担う流通拠点としての機能や、防災拠点としての機能を

充実させるとともに、人々が集い、賑わうことのできる地域特性を活かした港湾環境の整備を

図るために策定しています。主な内容は、 

①鳥取港の利用を促進するため、港内静穏度の向上及び入出港船舶の安全性のより一層の

向上を図る。 
・ 港内静穏度対策（消波ブロックの設置） 
・ 中・小型船舶の入出港安全対策（西浜航路の新設） 
・ 漁港区の静穏度対策（防波堤の新設） 

②大規模地震災害時の緊急対応を可能にするため、既存岸壁の耐震性を強化する。（完成） 
③海洋性レクリエーション需要の増大に対処するため、ボートパークを整備する。（完成） 
④港湾と周辺住宅地の環境保全、さらに避難緑地としての機能を備えた快適で潤いのある

港湾環境を創造するため、港湾緑地を整備する。（完成） 

であります。 
本港は、対岸貿易を行うのに極めて有利な位置にあり、今後、山陰地方東部の物流拠点とし

てはもとより、環日本海交流の海の玄関として発展が期待されています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年
平均気温 3.9 4.0 7.1 12.9 17.4 21.5 25.6 26.6 22.1 16.3 11.3 6.6 14.6℃
降 水 量 187 164 127 110 126 154 198 127 235 143 158 175 1,898mm
日照時間 70 75 127 177 206 157 179 204 141 146 107 90 1,678時間
　　※鳥取市１９７１～２０００年平均
　　※理科年表（平成１６年）による。  

 
 
 
 

〈鳥取港と他港との海上距離〉

(単位：海里）

港　　名 海上距離 港　　名 海上距離 港　　名 海上距離

境 ４６ 博　　　　多 ２５１ ナホトカ ４７５

舞　　　　鶴 ７８ 新　　　　潟 ２８２ 上　　　　海 ７２３

敦　　　　賀 １０１ 青　　　　森 ４９７ 福　　　　州 ９９１

宇　　　　部 ２４８ 函　　　　館 ４８９ 香　　　　港 １，３５１

北　九　州 １８４ 釜　　　　山 ２５７ シンガポール ２，７２１

（１海里＝１，８５２メートル） 資料：海上保安庁「距離表」  

２．自 然 条 件 

〈港湾区域〉 
 鳥取港灯台から１３２度２７０ｍの地点を中心とした半径１，５００ｍの円内の水面。 
〈土  質〉 
 本港の土質は、おおむね深度－２０ｍ付近まではＮ値２０～３０の細砂、－２０ｍ～３０ｍはＮ値５０以上の礫混細砂、または砂礫であり、－３０ｍ以深はシル

ト質粘土、シルト質砂が層をなしています。 
〈潮  流〉 
 本港沖合の潮流は、主に西から東へ流れ、最大流速は０．６ノット程度で船舶の航行に支障をきたすことはありません。 

３．地 理 的 条 件 

〈気  候〉 
 鳥取の気候は年平均気温 15℃で、１～２月の月平均が４．０℃と
最も低く、月平均が２０℃以上となるのは、６～９月の期間である。

年降水量は約１，９００mmで四季別では春が少なく、月平均１１０
～１２７mmとなっており、夏から秋にかけて降水量は若干多くなっ
ている。１９７１年以後の平均では、降雪の期間は長いが、日数では

約５０日間程度であり、霧の発生は観測されていない。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．交 通 網 



 
 
 

水　深 延　長 対象船型 面　積 面　積 能　力
（ｍ） （ｍ） （重量トン） （㎡） （㎡） （t/h）

１ 号 岸 壁 -10.0 185 10,000 1 １号野積場 18,410 1 1,250 28 4
２ 号 岸 壁 -7.5 260 5,000 2 ２号野積場 11,891 18 8
３ 号 岸 壁 -7.5 130 5,000 1 ３号野積場 12,104 1 750 18 4
４ 号 岸 壁 -5.5 180 2,000 2 ４号野積場 10,117 16 6
５ 号 岸 壁 -4.5 300 700 5 ５号野積場 23,790 16 10
６ 号 岸 壁 -4.5 120 700 2 ６号野積場 19,469 16 4
７ 号 岸 壁 -4.5 180 700 3 ７号野積場 5,223 16 3
８ 号 岸 壁 -5.0 70 1,000 1 危険物専用
９ 号 岸 壁 -4.5 60 700 1 　　　〃
物 揚 場 -4.0 180 - - 16 1
船 揚 場 - 90 - - 南野積場 2,160
石油ドルフィン -5.5 - 2,000 (2) 未定
賀 露 １ 号 岸 壁 -5.5 90 漁船 1 野 積 場 5,436
賀 露 ２ 号 岸 壁 -4.5 180 〃 3
賀露１号物揚場 -3.0 240 〃 -
賀露２号物揚場 -4.0 345 〃 -

西　浜 －４．５ｍ岸壁 -4.5 560 -

備考

<１号、３号岸壁>
25ｔ水平引込式
ジブクレーン１基
（６㎥バケット）

千　代

棟　　数

賀　露

荷役機械
係留施設（岸壁、物揚場、桟橋、係船杭） 野積場 上　　　屋

箇所数

給　水　栓

バース数名　　称 名　　称

 
 

地区名 面　　積 備　　　　　考
ふ 頭 用 地 ９８,９００㎡　
港 湾 関 連 用 地 ７７,１００㎡　 分譲中
官 公 庁 用 地 ９,１００㎡　 分譲中
臨港道路、緑地用地 ８６,６００㎡　
ふ 頭 用 地 ４６,２００㎡　
危険物取扱施設用地 ３２,８００㎡　 分譲中
臨 港 道 路 用 地 ５,１００㎡　
ふ 頭 用 地 ４．６ha　
港 湾 関 連 用 地 ３．７ha　 分譲中
臨港道路、緑地用地 ６．０ha　

千代地区

西浜地区

区　　　　　　分

一　　期

二　　期

平成９年

  

賀露地区

西浜地区

千代地区

５．公共施設の概要 

６.用地造成の概要 



 
 
 

金　　額
３円

４円５０銭
６円

１円５０円加算

３円１５銭
４円７２銭
６円３０銭

１円57銭5厘加算

６円３０銭

８円４０銭

１隻につき１日 １,５００円
１隻につき１月 １５,０００円
１隻につき１年 １５０,０００円
１隻につき１日 １,８００円
１隻につき１月 １８,０００円
１隻につき１年 １８０,０００円
１隻につき１月 ８,０００円
１隻につき１年 ８０,０００円
１隻につき１月 １２,０００円
１隻につき１年 １２０,０００円
１隻につき１月 １５,０００円
１隻につき１年 １５０,０００円
１隻につき１月 １８,０００円
１隻につき１年 １８０,０００円
１隻につき１月 ８,４００円
１隻につき１年 ８４,０００円
１隻につき１月 １２,５００円
１隻につき１年 １２５,０００円
１隻につき１月 １５,７００円
１隻につき１年 １５７,０００円
１隻につき１月 １８,８００円
１隻につき１年 １８８,０００円
１隻につき１月 ４,２００円
１隻につき１年 ４２,０００円
１隻につき１月 ６,２５０円
１隻につき１年 ６２,５００円
１隻につき１月 ７,８５０円
１隻につき１年 ７８,５００円
１隻につき１月 ９,４００円
１隻につき１年 ９４,０００円

５,０００円
２２４,０００円

長さが１０メートル未満の船舶
を係留するとき鳥取港の商港区内

の７号岸壁及び物揚
場を使用する場合 長さが１０メートル以上の船舶

を係留するとき

貨物の一時置場とし
て使用する場合 使用面積１㎡につき使用期間（荷役の日を除く。）

のうち１５日を超えるの１日

岸
壁
及
び
物
揚
場

区　　　　　　　　　分
使　　　　　　用　　　　　　料

単　　　　　　　　　　　　位

外航船舶

外航船舶
以外の船
舶

総トン数
が５トン以
上の船舶
を係留す
る場合

使用面積１㎡につき使用期間（荷役の日を除く。）
のうち１５日までの１日

総トン数１
トンにつ
き

総トン数１
トンにつ
き

長さが６メートル未満の船舶を
係留するとき
長さが６メートル以上８メートル
未満の船舶を係留するとき
長さが８メートル以上１０メート
ル未満の船舶を係留するとき
長さが１０メートル以上の船舶
を係留するとき
長さが６メートル未満の船舶を
係留するとき
長さが６メートル以上８メートル
未満の船舶を係留するとき
長さが８メートル以上１０メート
ル未満の船舶を係留するとき
長さが１０メートル以上の船舶
を係留するとき

マリーナ港区に隣接
する桟橋以外の桟
橋を使用する場合

マリーナ港区に隣接
する桟橋を使用する
場合

マリーナ港区の陸上
保管施設を使用する
場合

ボ
ー
ト
パ
ー
ク

長さが６メートル未満の船舶を
保管するとき
長さが６メートル以上８メートル
未満の船舶を保管するとき
長さが８メートル以上１０メート
ル未満の船舶を保管するとき
長さが１０メートル以上の船舶
を保管するとき

荷役
機械

１時間につき
１週間につき

係留時間が６時間以下
係留時間が６時間を超え１２時間以下
係留時間が１２時間を超え２４時間以下
係留時間が２４時間を超え６時間までごと
係留時間が６時間以下
係留時間が６時間を超え１２時間以下
係留時間が１２時間を超え２４時間以下
係留時間が２４時間を超え６時間までごと

   

単　　　　　　　位 金　　額
使用面積１㎡につき使用期間
のうち３日までの１日

１１円５０銭

使用面積１㎡につき使用期間
のうち３日を超え１５日までの１

１６円８０銭

使用面積１㎡につき使用期間
のう１５日を超え３０日までの１

２２円

使用面積１㎡につき使用期間
のうち３０日を超える１日

２８円３０銭

使用面積１㎡につき１月（１月未満
の端数については１月とする。）

４５１円

１８円９０銭

１０円５０銭

使用面積１０㎡につき使用期間のうち３
０日までの１日 ２９日４０銭

使用面積１０㎡につき使用期間のうち３
０日を超える１日 ３９円９０銭

使用面積１０㎡につき使用期間のうち３
０日までの１日 ２１円

使用面積１０㎡につき使用期間のうち３
０日を超える１日 ３１円５０銭

外港船舶 ４８４円

外港船舶以外の
船舶

５０８円

外港船舶 ７２６円

外港船舶以外の
船舶

７６２円

使用面積１㎡につき１年 ７１０円

１,０００円

１,６００円

２,２００円

７２円
外径が０．４ｍ未
満のもの

１９０円

外径が０．４ｍ以
上１ｍ未満のもの

４８０円

外形が１ｍ以上
のもの

９５０円

看板または広告板 表示面積１㎡につき１年 ４,４００円

その他の工作物 表示使用面積１㎡につき１年 ７１０円

工作物を設置しない場合 使用面積１㎡につき１月 ６０円

長さ１ｍにつき１年

１本につき１年

区　　　　　　　　　分

使用面積１０㎡につき１日
未舗装の野
積場を使用
する場合

舗装され
た野積場
を使用す
る場合

防塵柵があるとき

防塵柵がないとき

防塵柵があるとき

上屋

使　　　　　用　　　　　料

土曜日、日曜日、祝日、
振替休日及び１２月２９日
～１月３日までの日を除く
８時３０分～１７時１５分ま
で

船
舶
の
た
め
の
給
水

施
設

給水量１㎥につき

一般使用する場合

専用使用する場合

上記以外の時間

防塵柵がないとき

野
積
場

水道、下
水道、ガ
ス管、そ
の他の管
類

工
作
物
を
設
置
す
る
場
合

港
湾
施
設
用
地

建物

第１種電柱

第２種電柱

第３種電柱

その他柱類

 

７．施設使用料率表 



泊　地
(-4.5)

■国交省鳥取港事務所

マ　リ　ン　ピ　ア　賀　露

賀　　　露　　　地　　　区

西　　　浜　　　地　　　区

泊　地
（-10）

泊　地
（-7.5）

泊　地
（-7.5）

千　　　　　代　　　　　地　　　　　区

分譲箇所

地区名 分譲面積（㎡）

29,361
15,298

西浜地区 12,227

分譲価格 （平成２０年６月現在）

名称

港湾関連用地
危険物取扱用地
港湾関連用地

西　　浜　　地　　区

港湾関連用地

危険物取扱施設用地

千代地区

千　　代　　地　　区 １０，７００円／㎡
１５，２００円／㎡

鳥取港を利用する木材、米穀類、
砂、セメント、金属類、軽工業品、
水産品等の流通貨物を取扱う業種

鳥取港を利用し、重油及び石油製
品等の危険物を取扱う業種

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

８．利 用 計 画 

 海から陸へ、陸から海へ、それぞれの輸送に応じた機能を持つ物流の基地を目指して、鳥取港の千代地区には、

岸壁・物揚場・野積場を設置するとともに、港湾関連用地、危険物取扱施設用地を倉庫等の物流関連施設用地と

して分譲しています。また、海と陸の接点である港湾空間で地域の住民がその良さを楽しんでもらうための空間

として緑地等を設置しています。 

人と物が行きかう港町 

■分譲計画（千代地区・西浜地区） 

鳥取港についてのお問い合わせは 

鳥取県県土整備部空港港湾課 

〒680-8570 鳥取市東町 1丁目 220番地 TEL 0857-26-7380 
FAX 0857-26-8310 

e-mail kuukoukouwan@pref.tottori.jp 

鳥取県県土整備部鳥取港湾事務所 

〒680-0906 鳥取市港町 8番地         TEL 0857-28-2432 
FAX 0857-28-2485 

e-mail tottorikowan@pref.tottori.jp 



 
 
 
 

賀露地区

千代地区

西浜地区

漁　　港　　区

保　安　港　区

修景厚生港区

凡　　　例

臨港地区指定区域

商　　港　　区

マリーナ港区

 

商
　
　
港
　
　
区

１．

２．

３．
４．

港湾法第２条第５項第２号から第１０号の２まで及び第１２号に掲げる港湾施設（危
険物置場及び貯油施設を除く。）
海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、通運事業、その他知事が
指定する事業を営むものの事業所
税関、地方運輸局、海上保安部その他知事が指定する官公署の事務所
飲食店営業及び物品販売業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項または第６項に規定する風俗営業また
は、店舗型風俗特殊営業に該当するものを除く。）を営むための施設

マ
リ
ー

ナ
港
区

１．

２．

３．

４．
５．

港湾法第２条第５項第２号から第５号、第８号の２から第９号の３まで及び第１０号
の２までに掲げる港湾施設
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他船舶(以下
「レクリエーション用船舶」という。）のための用具の倉庫及び船舶を陸上に架設する
ための施設
レクリエーション用船舶の利用者のための集会所その他知事が指定する福利厚生
施設
税関、地方運輸局、海上保安部その他知事が指定する官公署の事務所
飲食店営業及び物品販売業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項または第６項に規定する風俗営業また
は、店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。）を営むための施設その他知事
が指定する便益施設

漁
　
　
港
　
　
区

１．

２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
10．

港湾法第２条第５項第２号、第４号、第５号、第９号から第９号の３まで及び１０号の
２に掲げる港湾施設
漁船のための係留施設、給油施設、給水施設及び給氷施設
漁船の修理施設、造船施設及びこれらの付帯施設
荷さばき所、その他水産物の処理のための施設
冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設
製氷工場及び冷凍工場その他水産物の加工工場並びにこれらの付帯施設
網干し場その他漁具の補修又は保管のための施設
漁船乗組員及び漁業関係労務者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
漁業会社、漁業協同組合その他知事が指定する団体及び業者の事務所
税関、地方運輸局、海上保安部その他の知事が指定する官公署の事務所

保
安
港
区

１．

２．
３．
４．
５．

港湾法第２条第５項第２号から第６号まで及び第８号の２から第１０号の２までに掲
げる港湾施設
危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設
消化施設その他の危険防止施設
給油業者及び危険物を取扱う業者の事務所
海上保安部、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

修
景
厚
生

港
区

１．

２．
３．

港湾法第２条第５項第２号から第５号まで及び第９号の２から第１０号の２までに掲
げる港湾施設
税関、地方運輸局、海上保安部その他の知事が指定する官公署の事務所
売店その他知事が指定する便益施設

備考：
この表において、「商港区」「マリーナ港区」「漁港区」「保安港区」及び「修景厚生港区」と
は、知事が鳥取港の臨港地区内において指定した分区をいう。  

９．臨 港 地 区 図 


